
〈金沢地本 40代 組合員の
配偶者さま〉

〈大阪地本 30代 組合員のご両親〉〈福岡地本 50代 組合員の配偶
者さま〉 家族支援共済

新規加入のご案内

スケジュール

今回
スケジュール

2016年
4月～5月
募集期間

（申込受付期間）

5月13日
申込締切日

（各地方本部・本社総支部提出締切日）

8月1日
責任開始期
（加入日）

ご参考
（予定）

6月
募集期間

（申込受付期間）

6月下旬
申込締切日

（各地方本部・本社総支部提出締切日）

9月1日
責任開始期
（加入日）

加入後は
毎年
8月1日
更新です

申込書記入例

家族支援共済Q&A

組合員のご家族のみなさまからのメッセージ

加入資格は加入申込書または正規パンフレットをご覧ください。

独身者には必要ですか？
必要と考えられます。「家族支援共済」は死亡だけではなく所定の高度障害状態になった場合にはご自身が受け取れます。高度障害になっ
た場合は、『生きていく』ための長期にわたる生活費が必要であり、「家族支援共済」はそんな場合にも役立つ制度です。

まだ若いし健康だから加入しなくても良いのではないでしょうか？
「家族支援共済」は老若男女関係なく、ＪＲ西労組の組合員でつくりあげる助け合いの制度です。制度の主旨をご理解いただき、ぜひご加入ください。
また、「家族支援共済」は１年ごとに更新していく制度ですが、一旦健康時に加入すると次年度の更新時に告知内容に該当していなくても、前年度の
コース（保険金額）と同じコースか、同額以下のコースで継続加入できますので、健康なうちに加入することをおすすめしています。

※上記内容はご家族の許可を頂き記載しております。

2016年度
新入組合員の皆様へ

各級機関の締
切日について
は役員までお
尋ねください。
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〈広島地本 40代 組合員の配偶者さま〉

〈広島地本 50代 組合員の配偶者さま〉

西日本旅客鉃道労働組合

JR西労組
独自の
共済制度

Q

Q

A
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〈金沢地本 50代 組合員の配偶者さま〉

申込日（告知日）を
ご記入ください。

死亡保険金受取人を
指定する場合はご記入ください。

カタカナ氏名、性別、
生年月日をご記入ください。

申し込むコースに
マルをしてください。 押印ください。

❶

❷ ❺

❸

❹

国鉄時代より、在職中に万一の事があった際に、有志が発
起人となって義援金を募り、残されたご家族にお渡しして
いました。
しかし、義援金は一時的なものであり、残されたご家族を
長期間安定して支援していけませんでした。
そんな中、組合員より「JR西労組の組織力を活かし、共済
制度を発足したらどうか」との声があがり、これをうけ議
論を重ね、平成9年にＪＲ西労組独自の共済制度として「家
族支援共済」は発足しました。
発足以降今日まで、共に働く仲間の助け合いとして、突然
のご不幸に見舞われたご家族を、まさに仲間で支援してき
ております。支援はより多くの組合員の加入が必要です。

「家族支援共済」は
JR西労組独自の共済制度です!

この共済制度の主旨をご理解いただき、
加入のお手続きを頂きますようお願致します。



ボーナス払併用コース

おすすめコース

制度のしくみ

お支払実績

その他の制度

万一（死亡・高度障害）のとき…

家族支援共済と合わせてご加入ください。

制度の概要

（35歳までの組合員の場合）

ご結婚されてる方におすすめします！！

上の図は給付①を最初に受取り、給付②を5年間据置き、30年間で受取った場合のイメージ図です。
※全てのコースとも36歳以降は掛金・受取期間等の内容が変わります。詳しくは正規パンフレットをご覧ください。
※記載の年金額はパンフレット作成時点の基礎率（予定利率、予定死亡率、予定事業費率等）で計算していますので、将来の基礎率の変更により年金額が変動（増減）することがあります。
※記載のおすすめコースの内容は給付①（団体定期保険）と給付②（新・団体定期保険）をセットしています。
※給付①と給付②ではお支払いの対象となる支払事由や支払保険金の算出方法、給付割合等が異なります。　※それぞれの保障内容、掛金等の詳細は正規パンフレットをご覧ください。
※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。（例）保険年齢35歳＝2016年8月１日現在満34歳6ヵ月を超え
満35歳6ヵ月まで　更新時に該当する年齢区分が変わる場合、掛金は前年度と変わります。
※記載の受取総額は、据置き前の給付①の年金受取総額と5年間据置き後の給付②の年金受取総額を合計したものです。

65歳対応コース R1型

月払コース 新入組合員の皆さんにおすすめします！！
65歳対応コース R型

【加入区分：本人・配偶者】

特約制度 三大疾病に対する高度な治療に備えて…
家族支援共済とセットでお申込ください。 在職中は、「家族支援共済」に上乗せ、退職後の安心にも…。

■制度内容 【加入区分：本人・配偶者】

退職後継続制度
■制度内容

■月額掛金（抜粋）　（本人・配偶者共通）

■月額掛金（抜粋）　（本人・配偶者共通）

在職中 退職後

家族支援共済

退職後継続制度

退職

精神面 経済面
残されたご家族が感じる不安

家族支援共済加入の場合

残されたご家族の
様々な「不安」「悩み」
・相談相手がいないことによる疎外感
・現実が受け入れられない。
・将来が恐い。
・一人ではこれからの生活を乗り切っていく自信も気力
もない。

公的遺族年金だけでは現在の生活
水準の維持は難しいといえます。

万一（死亡）の場合

万一（死亡）の時の
遺族生活費

公的遺族年金

失われる所得

公的遺族年金

一般的に給与の75～50％
（＊）と言われています。

＊厚生労働省のH26年度賃金構造基本統計調査より当社試算

経済的
支援
長期生活
資金支援

遺族ガイダンス
遺族が直面する当面の不安・将
来の不安を少しでも軽減できる
よう相談に応じていきます。

家族支援共済

個人加入の生命保険等

必
要
生
活
費

給
与
の
75
〜
50
％

JR西労組の組合員同志の助け合いの共済制度としてお手頃な掛金で運営しています。

遺族が感じる2つの不安（経済面・精神面）の両方をサポートします。

残された家族の
生活の安定の為に…

一時金を運用しながら、計画
的に使うことは非常に難しい

1年間に集まった掛金

制
度
運
営
費

剰余金支援金※

（年金原資）

支援金※

（年金）

1年ごとに収支計算
1年間8/1 翌年

7/31

配当金

給付① 12件
給付② 30件

平成26年度お支払件数
（平成26年8月1日～平成27年7月31日）

給付① 約66.5％
給付② 約43.7％

平成26年度配当率
（平成26年8月1日～平成27年7月31日）

家族支援共済は1年ごとに収支計算を行い、
剰余金が生じた場合は配当金としてお支払い
する仕組みとなっています。
配当率はお支払い時期の前年度決算により決
定しますので、将来お支払いする配当金額は
現時点では確定していません。
特約制度、退職後継続制度については配当金
はありません。
※支援金とは死亡・高度障害保険金（年金原
資）です。

※制度内容等詳細についてはパンフレットをご覧ください。

精神的
支援
メンタル
サポート

残念なことではありますが、死亡・高度障害が発生し、実際に保険金を受け取られている方がいらっしゃいます。
そんな万一※に備えて、また、この共済制度の主旨をご理解いただき、ぜひ家族支援共済にご加入ください。

【地本・総支部別　お支払件数】家族支援共済（給付②）のお支払件数は過去7ヵ年（平成21年8月1日～平成28年2月29日時点）

※死亡・高度障害

地 本 ・
総支部名

年 代 別 内 訳お支払件数
合 計

金 沢
京 都
大 阪
和 歌 山
神 戸
福 知 山
岡 山

20代 30代 40代 50代
18件
19件
36件
1件
13件
5件
13件

1件
2件
2件

1件
1件
1件

10代

1件
3件

4件
1件
6件

2件

2件

13件
15件
23件
1件
10件
4件
10件

2件

地 本 ・
総支部名

年 代 別 内 訳お支払件数
合 計

米 子
広 島
福 岡
西 バ ス
中 バ ス
総 支 部
計

残念なことではありますが、
幅広い年代の方がご不幸に合い給付を受けられる方がいらっしゃいます。

所定の悪性新生物（がん）と診断確定されたとき、または急性心筋梗塞・
脳卒中を発病して所定の状態になられたとき、もしくは所定の手術を受
けられたとき特定疾病保険金を一時金または年金で給付します。
7大疾病保障特約 がん・上皮内新生物保障特約 を付加できます。

詳細はパンフレット16～17をご覧ください。

※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、１年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切
り上げた年齢をいいます。（例）保険年齢40歳＝2016年8月１日現在満39歳6ヵ月を超え満40歳6ヵ月まで
※この制度の掛金は年単位の契約応当日ごとの主契約の総保険金額により割引が適用される場合があります。記
載の掛金は主契約の総保険金額30億円以上100億円未満の場合の掛金です。したがって、実際の主契約の総
保険金額が異なれば、掛金も異なる場合があります。その場合は年単位の契約応当日より正規掛金を適用します。
※記載の掛金等は、パンフレット作成時点の基礎率により計算されています。実際の掛金等はご加入（増額）お
よび更新時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により掛金等も改定されることがあります。
※加入日(＊)以後に発生した不慮の事故による傷害により180日以内に「ご契約のしおり　約款」に定める身体障
害の状態になられたときは、その後の保険料のお払込みを免除し、保険料が引き続き払い込まれたものとして
お取扱いします。
　(＊)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
※配偶者のみの加入はできませんが、本人より大きな保険金額のコースへの加入はお取扱できます。

※年金額は「年金保険」ご契約時点の保険料率により計算されますので、記載の年金額は現時点では確定された
金額ではありません。
※記載の掛金等は、パンフレット作成時点の基礎率により計算されています。実際の掛金等はご加入時の基礎率
により決定しますので、今後の基礎率の改定により掛金等も改定されることがあります。
※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、１年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切
り上げた年齢をいいます。（例）保険年齢40歳＝2016年8月１日現在満39歳6ヵ月を超え満40歳6ヵ月まで

18～20歳
21～25歳
26～30歳
31～35歳

年　代

男性 女性
100万円コース

（単位：円）

（単位：円）

191
202
222
272

145
174
224
310

80
90
105
130

80
95
115
160

16
17
21
24

17
30
57
57

287
309
348
426

242
299
396
527

主契約 合計
掛金

特約
7大疾病
保障特約

がん・上皮内
新生物保障特約

保険金額
100万円

保険金額
50万円

保険金額
10万円

主契約 合計
掛金

特約
7大疾病
保障特約

がん・上皮内
新生物保障特約

保険金額
100万円

保険金額
50万円

保険金額
10万円

18歳
19歳
20歳
21歳
22歳
23歳

24歳
25歳
26歳
27歳
28歳
29歳

30歳
31歳
32歳
33歳
34歳
35歳

年齢 年齢 年齢男性 女性
1,098
1,119
1,137
1,158
1,182
1,206

657
669
678
687
702
714

男性 女性
1,230
1,257
1,284
1,314
1,344
1,377

729
741
756
771
783
801

男性 女性
1,407
1,443
1,482
1,518
1,560
1,602

819
834
852
870
888
909

死亡・高度障害の場合
一時金300万円（年金原資）
または月額 約5万円の遺族年金を5年間支給

70歳

60代 20代 30代 40代 50代
17件
24件
7件
5件
1件
24件
183件 8件

1件

1件

10代
1件

5件

3件
2件

2件
1件
9件
32件

13件
20件
7件
3件

15件
134件

1件

3件

60代

組合員のみなさんが万一亡くなられた場合

頼れる人がいない（精神的不安）

残された家族の
心のケアの為に…

給付①

初年度年金月額

初年度ボーナス額

万円
年間

約
×

年金での
受取総額

5.9

万円約 505 万円501

5
万円約14.9

初年度ボーナス額
万円約14.9

一時金でのお受取の場合は
年金原資（死亡・高度障害保険金）

給付② 合計（給付①＋給付②）

初年度年金月額

初年度ボーナス額

万円
年間

約
×

年金での
受取総額

7.2

万円約3,106

万円約3,611

万円3,179万円2,678

25
年間30万円約18.6

初年度ボーナス額
万円約18.6

一時金でのお受取の場合は
年金原資（死亡・高度障害保険金）

年金受取の場合

一時金受取の場合

受取年数
受取総額

（死亡・高度障害保険金）
（年金原資）

おす
すめ

1

5,068
必要となる掛金（概算）は…
男性 ボーナス払 ： 円＊21,942月　　額 ： 円＊1 3,115女性 ボーナス払 ： 円＊41,194月　　額 ： 円＊3

【掛金内訳】　＊1：給付①367円、給付②1,575円　＊2：給付①941円、給付②4,127円　＊3：給付①219円、給付②975円　＊2：給付①561円、給付②2,554円

給付①

初年度年金月額 万円 年間約 ×

年金での
受取総額

5.9

万円約 356 万円353

5
一時金でのお受取の場合は
年金原資（死亡・高度障害保険金）

給付② 合計（給付①＋給付②）

初年度年金月額 万円 年間約 ×

年金での
受取総額

7.2

万円約2,175

万円約2,531

万円2,228万円1,875

25 年間30

一時金でのお受取の場合は
年金原資（死亡・高度障害保険金）

年金受取の場合

一時金受取の場合

受取年数
受取総額

（死亡・高度障害保険金）（年金原資）

必要となる掛金（概算）は…
男性 1,942月　　額 ： 円＊1 女性 1,194月　　額 ： 円＊2

【掛金内訳】　＊1：給付①367円、給付②1,575円　＊2：給付①219円、給付②975円

お手頃な掛金で加入できるコース
おす
すめ

2

生活費の不足（経済的不安）


